
最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に 係 る 関 係 労 働 者 及 び 関 係 使 用 者 の 意 見 聴 取 に

関 す る 公 示  

 

 

 富 山 労 働 局 一 般 公 示 第 ３ ４ 号  

 

 

 富 山 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 は 、 富 山 県 最 低 賃 金 の 改 正 決 定 に つ い て 調

査 審 議 を 行 う た め 、 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 第 ２ ５

条 第 ５ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 関 係 労 働 者 及 び 関 係 使 用 者 の 意 見 を 聴 く の

で 、 富 山 県 の 区 域 内 で 事 業 を 営 む 使 用 者 又 は こ れ に 使 用 さ れ る 労 働 者

（ こ れ ら の 者 の 団 体 を 含 む 。）で あ っ て 意 見 を 述 べ よ う と す る も の は 、

そ の 意 見 を 記 載 し た 文 書 を 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 ３ ０ 日 ま で に 、 富 山 地 方 最

低 賃 金 審 議 会 （ 富 山 市 神 通 本 町 １ － ５ － ５  富 山 労 働 局 労 働 基 準 部  

賃 金 室 内 ） あ て 提 出 さ れ た い 。  

 

 

 

 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ ０ 日  

 

 

 

                        富 山 労 働 局 長   櫻  井  眞  一  

 

 

 

  

 


